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新（R4.4.1 適用版） 現 行 

※変更箇所のみ抜粋 

 

建築関係工事写真管理基準 

平成２８年２月 ３日 制  定 

平成２９年４月２７日 一部改定 

令和 ４年２月１７日 一部改定 

１ 工事写真の目的 

建築関係工事は、他の製造業と比較して、多くの部材を使用し、それらを工事現場において加工も

しくは製造するという特徴を持っている。そして、工事の重要な部分は、完成後、土中や仕上げ材の

裏に隠れて見えなくなってしまう部分が非常に多い。このため、その施工が適切であったことを説明

する資料の一つとして、工事写真にして記録保存しておく必要が生ずる。工事写真はこのような使わ

れ方をするのをはじめとして、目的別に大きく分類すると次の５項目に分けることができる。 

 

 (1) （略） 

 (2) 使用材料の確認 

建築関係工事では、完成してからではコンクリートや土中埋設、仕上げ材に隠れて見えなくなる

材料が多い。どのような材料が、どの程度の量使用されているかを後日でも確認できるように撮影

しておく。 

なお、写真には機材表面に直接記入された表示又は包装紙（又は箱、缶等）の表示、及び黒板に

よりできるだけ別表「撮影対象表」の撮影内容がわかるように撮影する。 

 (3) （略） 

 (4) 維持保全の資料 

建築物は、工事が完成すると発注者に引き渡されるが、その時点から劣化、損傷を始める。それ

らの補修にあたっては設計図書が再度取り出され、最適な補修方法が検討されるが、その際に設計

図書どおり施工されているかどうかの確認のため、工事写真が利用される。 

 (5) （略） 

 

以上のように(1)から(5)まで記述したような役割を持つ工事記録写真はますます重要なものとな

るため、適切な撮影ができるように日頃から心がけておく必要がある。 

 

２ 共通事項 

 (1) （略） 

 (2) （略） 

 (3) 工事写真の提出部数及び形式 

(ｲ) （略） 

(ﾛ) 原本は、電子媒体（撮影時の JPEG）とし、監督員からの請求がない場合については、受注者

が保管するものとする。 

(ﾊ) （略） 

(ﾆ) 電子媒体のフォーマット形式は、JOLIET 形式を原則とし、これ以外による場合には、監督員と

協議のうえ決定するものとする。 

(ﾎ) 電子媒体による提出については、本要領によるほか、「営繕工事電子納品要領（案）」及び「福

島県電子納品運用ガイドライン（案）（営繕工事編）」（平成 19 年 11月福島県土木部）による

ものとする。 

 (4) 写真の整理 

(ｲ) （略） 

(ﾛ) （略） 

(ﾊ) （略） 

※変更箇所のみ抜粋 

 

建築・設備工事写真管理基準 

平成２８年２月 ３日 制  定 

平成２９年４月２７日 一部改定 

令和 ４年２月 ○日 一部改定 

１ 工事写真の目的 

建築・設備工事は、他の製造業と比較して、多くの部材を使用し、それらを工事現場において加工

もしくは製造するという特徴を持っている。そして、工事の重要な部分は、完成後、土中や仕上げ材

の裏に隠れて見えなくなってしまう部分が非常に多い。このため、その施工が適切であったことを説

明する資料の一つとして、工事写真にして記録保存しておく必要が生ずる。工事写真はこのような使

われ方をするのをはじめとして、目的別に大きく分類すると次の５項目に分けることができる。 

 

 (1) （略） 

 (2) 使用材料の確認 

建築・設備工事では、完成してからではコンクリートや土中埋設、仕上げ材に隠れて見えなくな

る材料が多い。どのような材料が、どの程度の量使用されているかを後日でも確認できるように撮

影しておく。 

なお、写真には機材表面に直接記入された表示又は包装紙（又は箱、缶等）の表示、及び黒板に

よりできるだけ別表「撮影対象表」の撮影内容がわかるように撮影する。 

 (3) （略） 

 (4) 維持保全の資料 

建築物は、工事が完了すると発注者に引き渡されるが、その時点から劣化、損傷を始める。それ

らの補修にあたっては設計図書が再度取り出され、最適な補修方法が検討されるが、その際に設計

図書どおり施工されているかどうかの確認のため、工事写真が利用される。 

 (5) （略） 

 

以上のように(1)から(5)まで記述したような役割を持つ工事記録写真はますます重要なものとな

るため、適切な撮影ができるように日頃から心がけておく必要がある。 

 

２ 共通事項 

 (1) （略） 

 (2) （略） 

 (3) 工事写真の提出部数及び形式 

(ｲ) （略） 

(ﾛ) 原本は、電子媒体（撮影時の JPEG）とし、監督員からの請求がない場合については、受注者

が保管するものとする。 

(ﾊ) （略） 

(ﾆ) 電子媒体の記録画像ファイル形式は、JOLIET 形式を原則とし、これ以外による場合には、監督

員の承諾を得るものとする。 

(ﾎ) 電子媒体による提出については、本要領によるほか、「営繕工事電子納品要領（案）」及び「福

島県電子納品運用ガイドライン（案）（営繕工事編）」（平成 19 年 11月福島県土木部）による

ものとする。 

 (4) 写真の整理 

(ｲ) （略） 

(ﾛ) （略） 

(ﾊ) （略） 
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(ﾆ) （略） 

 

 図１ 

 

表 紙            台 紙           台 紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5) （略） 

 (6) その他の注意事項 

(ｲ) （略） 

(ﾛ) 撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に撮影位置図、平面図、構造図等の説明図等を

台紙に貼付する。 

(ﾊ) （略） 

(ﾆ) （略） 

 

３ （略） 

 

４ （略） 

 

附則 

 この基準は平成２８年４月１日以降起工するものから施行する。 

 この基準は平成２９年５月１日以降起工するものから施行する。ただし、現に施工中の工事及び平

成２９年４月 30 日までに起工した工事については、監督員に承諾を得た上で実施することができる

ものとする。 

(ﾆ) （略） 

 

 図１ 

 

表 紙            台 紙           台 紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5) （略） 

 (6) その他の注意事項 

(ｲ) （略） 

(ﾛ) 撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図等を台紙に貼付する。 

 

(ﾊ) （略） 

(ﾆ) （略） 

 

３ （略） 

 

４ （略） 

 

附則 

 この基準は平成２８年４月１日以降起工するものから施行する。 

 この基準は平成２９年５月１日以降起工するものから施行する。ただし、現に施工中の工事及び平

成２９年４月 30 日までに起工した工事については、監督員に承諾を得た上で実施することができる

ものとする。 

    令和  年度 
 

工 事 写 真 

 
撮影者名  

 

工事番号 
工 事 名 
施工箇所 
施 工 者 
請 負 額 

 

 

※１ 

※１ 

  

※2 

  

※2 

  

※2 

工事施工前 
竣 工 写 真 

工 事 経 過 

※1 工事施工前 
竣 工 写 真 

令和 年 月 日   測 点 
 
工種名        工事概要 

※2 工事経過 

    平成  年度 
 

工 事 写 真 

 
撮影者名  

 

工事番号 
工 事 名 
施工箇所 
施 工 者 
請 負 額 

 

 

※１ 

※１ 

  

※2 

  

※2 

  

※2 

工事施工前 
竣 工 写 真 

工 事 経 過 

※1 工事施工前 
竣 工 写 真 

平成 年 月 日   測 点 
 
工種名        工事概要 

※2 工事経過 
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 この基準は令和４年４月１日以降起工するものから施行する。ただし、現に施工中の工事及び令和

４年３月 31 日までに起工した工事については、監督員に承諾を得た上で実施することができるもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この基準は令和４年４月１日以降起工するものから施行する。ただし、現に施工中の工事及び令和

４年３月 31 日までに起工した工事については、監督員に承諾を得た上で実施することができるもの

とする。 
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